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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

 

令和５年１１月３０日 

支出負担行為担当官 

気象研究所長 松村 崇行 

 

 

１ 当該招請の主旨 
  本業務については、既に運用している地震波形データ蓄積・表示システム（以下、本システ

ム）で運用している地震波形データ蓄積装置端末について OS 更新に伴うソフトウェア等の移

植・環境構築を行うものであるが、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有

無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

応募の結果、４．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本業務に必

要な本システムの機能・性能・構成及び操作等の詳細を熟知している法人等との契約手続に移

行する。 

なお、４．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、一般競争入札方式に

よる公告を行う予定である。 

 
２ 業務概要 
（１）業 務 名 地震波形データ蓄積装置端末の環境構築 
（２）業務内容 火山研究部所有の地震波形データ蓄積・表示システムについてのデータ蓄積装

置の OS 更新に伴うソフトウェアなどの移植と環境構築を行う。 
（３）履行期限 令和６年３月２９日（金）まで 
 
３ 業務目的 

研究課題「火山活動の監視・予測に関する研究」のもと、地震波形データを自動・手動で蓄

積し、地震波形データの表示を実現できるシステムを構築している。本件は、本システムに使

用するデータ蓄積装置の更新および地震波形データの自動印刷や検測・震源計算などの機能強

化に伴う取り付け作業を行うことを目的とする。 
 

４ 応募要件 
（１） 基本的要件 

① 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第 70条及び第 71 条の規定に該当し 

ないものであること。 

② 令和 4・5・6年度国土交通省（全省庁統一資格）「役務の提供等」において関東・甲 
信越地域の競争参加資格を有するものであること。 
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③ 気象研究所から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国 
土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（２） 技術力に関する要件 
当研究部で使用する本システムの機能・性能・構成・操作に関して最新の知識を有する

とともに、本システムで動作している機能の安定性を阻害せず、移植する機能について最

大限に発揮させる技術力を有すること。 
（３） 業務執行体制に関する要件 

本システムの構築についての作業工程表の提出や社内動作試験結果等の必要書類の提出

に速やかに応じること。 
本システムの機能追加に関する関連ソフトウェアなどは，既有のシステム動作を阻害せ

ず、使用目的に沿って正常に動作するよう設定・調整すること。 
本システムについての技術的問い合わせを受け付ける電子メールアドレスおよび WEB

ページを有しており、技術的問い合わせに対して原則として１営業日以内に回答する体制

を有すること。 
 （４）業務実績に関する要件 

地震波形データを蓄積、表示させるシステム構築の実績を有すること。 
  

５ 手続等 

（１） 担当部局及び問い合わせ先 

① 公示及び説明書について 
〒305-0052 

茨城県つくば市長峰１－１ 

気象研究所総務部会計課用度係 呉服 将太郎 

電話 029-853-8568 E-mail 5c810f30.met.kishou.go.jp@jp.teams.ms 

② 技術力等に関する要件について 

気象研究所火山研究部第一研究室 川口 亮平 
    電話 029-853-8688 

（２） 説明書の交付期間、場所及び方法 

  令和５年１１月３０日から令和５年１２月２０日まで （１）に同じ。 

（３） 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

   令和５年１２月２１日 １６：００まで （１）に同じ。 

  応募者は要件を満たす資料を作成し（書式は任意、但しＡ４版とする）、別紙「参加意思確

認書」に添付のうえ、持参、郵送（書留郵便に限る）又は電送（事前に（１）へ連絡を入

れること）すること。 

    なお、上記期限までに到着しなかった場合は、当該参加意思確認書は無効とする。 

（４）応募要件を満たした場合 
   参加意思確認書の審査において応募要件を満たした者は、書面にて通知を行うとともに、

一般競争入札に移行するものとする。 
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（５）応募要件を満たさないとされた理由の説明 
  ① 参加意思確認書の審査において応募要件を満たさないとの審査結果の通知を受けた者

は、通知をした日の翌日から起算して７日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法

律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日を除く。）以内に書面により、契約担当官

等に対して応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求めることができる。 
  ② 契約担当官等は、応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求められたと

きは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以内に書面により回

答するものとする。 
 

６ その他 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 関連情報を入手するための窓口照会 ５（１）に同じ。 

（３） 一般競争入札方式による公示を行うこととなった場合、その旨後日通知する。 

（４） 令和 4・5・6 年度国土交通省（全省庁統一資格）「役務の提供等」において関東・甲信越

地域の競争参加資格を有していない場合も ５（３）により参加意思確認書を提出すること

ができるが、本件が一般競争入札による公告を行うこととなった場合で当該入札の競争参加

資格申請を行う場合には、当該資格を有していなければならない。 

（５） 詳細は説明書による。 


